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市営住宅の入居者を公募しています
問合せ先　建設課都市住宅係　☎㉒2219

次のとおり、平成 30 年 12 月３日（月）から入居可能となる、市営住宅の入居者を募集しています。
　※市営住宅管理委員会での審査の後、入居者を決定します。

 ☎
㉒

検査日

10/22
（月）

10/23
（火）

10/24
（水）

10/25
（木）

10/26
（金）

時　間

14 時～16 時

９時 30 分～16 時

９時 30 分～16 時

９時 30 分～正午

９時 30 分～正午
13 時 30 分～16 時

場　所

須崎漁民会館

道の駅

開国下田みなと

落合浄水場
朝日公民館

申込資格

　・市内に住所または勤務場所がある方。

　・申込者本人のほかに同居しようとする親族がいる方。

　　※60 歳以上や障害のある方等は、日常生活において

　　　支障がない場合に限り、単身でも申込むことができます。

　・現に住宅に困窮している事が明らかな方。

　・市税を滞納していない方。

　・申込者及び同居しようとする親族が暴力団員でない方。

　・申込者及び同居者の所得により入居の制限があります。

申込手続　申込用紙等は建設課都市住宅係窓口で配布します。期限までに必要書類を提出してください。

申込期限　10 月 19 日（金）

※家賃は目安です。毎年度、所得等に応じて見直しを行います。

連帯保証人２人、敷金３か月（入居時の家賃で算定）、共益費別途負担

テレビ視聴の加入料等別途負担、駐車場あり（１台分）月額 3,000 円、ペット不可

部屋の構成

建築年度

部屋番号

階数

家賃（※）

備考

平成８年度

124 号

２階

３ＬＤＫ（70.9 ㎡）
リビング・ダイニング 9.3 帖

洋間 6 帖 ×２、和室６帖
キッチン、浴室、トイレ（洋式）

25,500 円～ 58,500 円

平成８年度

218 号

１階

３ＬＤＫ（65.0 ㎡）
リビング・ダイニング 7.3 帖
洋間 6 帖 ×２、和室 4.5 帖

キッチン、浴室、トイレ（洋式）

23,300 円～ 53,700 円

平成６年度

132 号

３階

３ＬＤＫ（72.7 ㎡）
リビング・ダイニング 11 帖
洋間 6 帖 ×２、和室６帖

キッチン、浴室、トイレ（洋式）

25,400 円～ 58,500 円

募集対象住宅　大沢市営住宅（RC 造中層耐火４階建て）３戸　所在地　下田市大沢 15-1
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税の滞納整理強化月間です!!
～納期内納付の御協力をお願いいたします～

問合せ先　税務課収納係・滞納対策係　（窓口⑦）☎㉒2218

　市税は、市民の皆さまの安心で健康的な生活を維持するためのまちづくりを支える

大切な財源です。多くの納税者の方が、決められた納期限までに市税を納めていただ

いておりますが、残念ながら様々な理由で滞納されている方もいます。

　このようなことから、県内の全市町は、県と連携して納期内納付をされている方と

の公平性を保つため、11 月から 12 月までの２か月間を『滞納整理強化月間』に設定

して、滞納処分の強化に取り組みます。

【市税の滞納解消に向けて】
　近年の景気の低迷により、市税収入が減少する一

方、市税の滞納が高い水準にあります。平成 29 年

度の徴収率は、92.7 ％と前年度に比べ増加しており

ますが、依然厳しい状況にあります。

　滞納は市の財政を圧迫し、市民の皆さまの行政サ

ービスに大きな影響を与えます。皆さまのご理解と

ご協力をお願いいたします

（単位：100 万円）

年度 平成 27年度

調定
額

2,913

377

3,290

2,836

119

2,955

97.4％

31.5％

89.8％

収入
額

収入
率

平成 28年度 平成 29年度

現年
課税

差押等による
徴収金額

18,322 千円

57,526 千円

28,515 千円

8,080 千円

移管件数

15 件

15 件

20 件

15 件

年　度

滞納
繰越

合計

※金額は、一般会計市税（市民税、固定資産税、軽自動車税等）の決算数値

静岡地方税滞納整理機構移管実績

調定
額

2,908

290

3,198

2,845

85

2,930

97.8％

29.3％

91.6％

収入
額

収入
率

調定
額

2,907

236

3,143

2,846

69

2,915

97.9％

29.3％

92.7％

収入
額

収入
率

　財産調査で判明した財

産を差し押えます。財産

調査や差押えなどの滞納

処分は、法令に基づいて

行われるもので、滞納者

に事前に告知することな

く行うことができます。

財産差押
　金融機関、勤務先、

生命保険会社などに対し、

質問及び調査を行います。

財産調査
　納期限の約 20 日後に

督促状を発送します。

督促手数料として 100 円

が加算されます。

督促状の発送

算されます。

　差し押えた財産は、取

立てや公売により換価

（換金）します。

　換価して得た代金は滞

納金に充当します。

換価・配当

～滞納処分の流れ～

【滞納処分の強化について】
　税務課では、督促状や催告書を送付しても応答がなく、納付

できるにもかかわらず納付のない滞納者に対し、差押などの滞

納処分を行います。また、「賀茂地方税債権整理回収協議会」と

連携し、徹底した財産調査を行い、差押、捜索、公売などの滞

納処分の強化を図ります。

　徴収困難な滞納者については、地方税の滞納整理の専門機関

である静岡地方税滞納整理機構に移管し、徹底した滞納処分を

行います。

【「賀茂地方税債権整理回収協議会」の取組】
　平成 28 年４月から、静岡県と賀茂地域６市町で「賀茂地方税債権整理回収協議会」を設置し、市町税の

共同徴収に連携して取り組み、滞納者には財産調査、差押、捜索などの滞納処分の強化を行ってきました。

　２年間の取組の結果、市全体の収入率は 4.5％向上し、収入未済額は２億円縮減しました。

　この協議会は、当初２年間の設置を予定していましたが、さらに２年延長し、引き続き賀茂地域全体の

徴収体制の適正化に取り組んでいきます。

【困ったときには、早めの相談を！】
　病気や失業、事業の廃止などの特別な事情があり納付が困難な方や、納付が遅れている方は、お早めに

税務課収納係（窓口⑦）へとご相談ください。

質

平成 26 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

平成 29 年度

11月･12月は、
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